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議員のつぶやき
未

議員のつぶやき
未

解体が進む罹災住宅（小高区）

し
て
も
、
基
準
以
下
で
取

り
残
さ
れ
る
も
の
等
が
、

出
て
く
る
と
想
定
さ
れ
ま

す
の
で
、
防
犯
や
安
全
面

を
考
慮
し
、
住
民
側
に

た
っ
て
、
今
後
国
と
協
議

し
て
進
め
て
い
く
。

若
者
が
帰
還
で
き
る

企
業
誘
致
を

問　

震
災
後
、
や
む
を
得

ず
家
族
や
親
元
を
離
れ
て

他
の
地
域
で
、
仕
事
に
着

い
て
い
る
方
々
が
お
り
ま

す
。
若
者
が
帰
還
で
き
る

よ
う
な
企
業
誘
致
が
強
く

望
ま
れ
ま
す
が
、
取
組
み

に
つ
い
て
伺
う
。

答　

メ
ガ
ソ
ー
ラ
ー
・
風

力
発
電
等
、
再
生
可
能
エ

ネ
ル
ギ
ー
分
野
も
ふ
く
め

て
、
市
で
は
震
災
以
降
、

ロ
ボ
ッ
ト
工
学
・
ロ
ボ
ッ

ト
産
業
に
力
を
入
れ
て
お

り
、
若
者
の
帰
還
に
つ
な

げ
る
よ
う
な
企
業
誘
致
に

努
め
て
い
き
ま
す
。

質問を終えて
　入居が待たれる災害公
営住宅。集団移転者には、
少しでも早く宅地造成を
急ぐべきである。

質問を終えて
　保険料をおさめている
のに、いざ介護必要に
なったら受けられず。
介護保険と言えるのか

そ
の
他
の
質
問

❶ 

浪
江
・
小
高
原
発
用
地

の
跡
地
利
用
は

❷ 

建
物
解
体
時
期
と
順
番

の
考
え
方
は

❸ 

残
っ
た
松
の
防
潮
林
維

持
対
策
は

そ
の
他
の
質
問

❶ 

仮
設
住
宅
入
居
者
等
へ

の
買
物
支
援
は

❷ 

「
一
部
損
壊
」
住
宅
の

補
修
費
助
成
は

❸ 

除
染
作
業
業
務
の
把
握

状
況
は

答　

サ
ー
ビ
ス
の
水
準
を

下
げ
な
い
よ
う
、
問
題
点

を
整
理
し
対
応
し
た
い
。

発
達
障
が
い
の

早
期
発
見
の
た
め
に

問　

発
達
障
が
い
は
、
早

期
発
見
・
早
期
支
援
が
非

常
に
重
要
で
あ
る
。
本
市

の
対
策
と
就
学
に
向
け
た

連
携
体
制
に
つ
い
て
伺
う
。

答　

一
歳
半
と
三
歳
児
健

診
、
保
育
園
等
の
巡
回
に

よ
る
保
育
士
等
へ
の
指
導

や
就
学
に
向
け
た
引
き
継

ぎ
を
、
保
護
者
を
含
め
関

係
者
で
実
施
し
て
い
る
。

問　

早
期
発
見
・
支
援
に

は
、
５
歳
児
健
診
が
重
要

と
専
門
家
が
提
唱
し
て
い

る
。
実
施
す
る
考
え
は
。

答　

保
育
園
等
の
巡
回
相

談
や
家
庭
訪
問
で
、
早
期

発
見
・
支
援
に
取
り
組
ん

で
お
り
、
５
才
児
健
診
の

計
画
は
考
え
て
い
な
い
。

問　

南
相
馬
市
の
高
齢
者

も
要
介
護
者
も
共
に
増
加

し
て
い
る
中
で
、
国
は
要

支
援
者
の
介
護
サ
ー
ビ
ス

利
用
制
限
と
要
介
護
１
、

２
の
特
養
ホ
ー
ム
入
所
制

限
を
検
討
し
て
い
る
。

要
支
援
者
が
介
護
保
険

サ
ー
ビ
ス
か
ら
外
さ
れ
れ

ば
、
認
知
症
の
初
期
対
応

が
難
し
く
な
り
、
重
症
化

が
加
速
さ
れ
家
族
の
負
担

は
深
刻
に
な
る
。

要
介
護
１
・
２
で
特
養
ホ
ー

ム
に
入
所
中
の
方
は
、
認

知
症
を
含
め
在
宅
介
護
が

困
難
な
方
で
あ
る
。

こ
の
見
直
し
案
を
撤
回
す

る
よ
う
国
に
要
望
す
べ
き

と
考
え
る
が
。

答　

国
会
に
提
案
さ
れ
る

報
道
は
あ
る
が
、
具
体
的

に
は
示
さ
れ
て
い
な
い
。

内
容
確
認
し
検
討
す
る
。

問　

介
護
サ
ー
ビ
ス
が
必

要
と
な
っ
た
時
に
、
受
け

ら
れ
な
い
の
は
問
題
で
あ

る
。
市
の
認
識
は
。

一
般
質
問

問　

国
で
は
半
壊
以
上
で

な
け
れ
ば
解
体
は
し
な
い

と
あ
り
ま
す
。
受
付
申
し

込
み
が
、
１
千
283
軒
で
あ

り
、
解
体
完
了
が
25
％
の

進
捗
率
だ
が
、
今
後
の
解

体
に
つ
い
て
、
半
壊
以
上

で
な
く
て
も
対
応
が
必
要

と
考
え
る
が
見
解
を
伺
う
。

答　

罹
災
証
明
が
半
壊

以
下
の
家
屋
で
あ
っ
て

も
、
雨
漏
り
や
動
物
の
侵

入
等
、
被
害
が
生
じ
て
い

る
家
屋
に
つ
い
て
は
、
市

と
し
て
は
解
体
支
援
の
対

象
と
す
べ
き
と
考
え
て
お

り
、
環
境
省
に
申
し
入
れ

を
行
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で

あ
り
ま
す
。

問　

20
㎞
圏
内
に
つ
い
て

は
避
難
か
ら
３
年
が
経
過

し
、
帰
還
ま
で
今
後
２

年
程
空
屋
が
続
き
ま
す
。

戻
っ
て
住
む
事
を
断
念
し

た
方
々
の
家
屋
に
つ
い

て
、
今
後
の
空
屋
対
策
の

取
組
み
に
つ
い
て
伺
う
。

答　

解
体
の
申
し
込
み
は

介
護
保
険
制
度
の

介
護
保
険
制
度
の

見
直
し
撤
回
を
！

見
直
し
撤
回
を
！

旧
警
戒
区
域
内
の

旧
警
戒
区
域
内
の

建
物
解
体
は

建
物
解
体
は

荒
木
千
恵
子 

議
員

竹
野 

光
雄 

議
員

一才半乳児健診のようす（保健センター）
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水田実証試験田（原町区）

た
賠
償
基
準
へ
の
見
直
し

に
向
け
、
積
極
的
に
関
係

機
関
へ
の
要
望
、
協
議
な

ど
を
通
し
、
市
民
の
個
別

事
項
に
応
じ
た
損
害
賠
償

の
実
現
を
目
指
し
て
ま
い

り
ま
す
。

問　

農
業
再
生
と
振
興
に

つ
い
て
、
作
付
を
自
粛
し

た
水
田
が
東
電
の
損
害
賠

償
の
対
象
と
な
る
。
言
わ

ば
「
入
口
補
償
」
と
な
っ

て
い
る
現
行
制
度
か
ら
、

国
に
よ
る
全
量
買
取
へ
の

転
換
が
必
要
で
は
な
い

か
。

金
調
達
は
ま
す
ま
す
困
難

に
な
っ
た
と
い
わ
ざ
る
を

え
な
い
が
、
何
故
そ
の
後

も
債
務
不
履
行
状
態
を
放

置
し
た
の
か
。

答　

３
月
５
日
に
行
っ
た

先
方
企
業
と
の
最
終
面
談

で
、
３
月
17
日
ま
で
の
期

限
を
定
め
、
融
資
が
実
現

で
き
な
い
場
合
は
、
自
主

的
に
土
地
を
断
念
す
る
よ

う
同
意
を
求
め
て
い
る
が
、

現
段
階
で
具
体
的
な
結
論

に
は
至
っ
て
い
な
い
。

問　

本
市
が
示
し
た
最
終

方
針
に
、
合
意
も
履
行
も

さ
れ
な
い
場
合
、
法
的
手
続

き
に
移
行
す
る
こ
と
に
な
る

答　

国
に
よ
る
米
の
買
取

に
つ
い
て
は
、
政
府
備
蓄

米
制
度
が
あ
り
、
風
評
の

心
配
の
な
い
確
実
な
販
路

と
し
て
、
市
も
備
蓄
米
へ

の
参
加
を
奨
励
し
て
い

る
。
今
年
度
は
多
く
の
農

家
の
参
加
を
見
込
ん
で
い

る
。

が
、
被
っ
た
損
害
を
ど
の
よ

う
に
評
価
し
て
い
る
か
。

答　

現
在
は
先
方
企
業
と

の
土
地
売
買
契
約
に
基
づ

く
土
地
代
金
の
支
払
い

を
、
早
期
に
履
行
す
る
よ

う
強
く
求
め
て
い
る
段
階

で
あ
る
。

問　

市
長
の
公
約
は
、
市

民
の
完
全
な
原
子
力
損
害

賠
償
を
求
め
る
と
し
て
い

る
が
、
こ
の
こ
と
は
、
国

の
指
針
や
東
電
に
よ
る
基

準
な
の
か
、
ま
た
、
そ
れ

も
含
め
、
そ
れ
以
外
の
市

民
の
損
害
賠
償
を
求
め
て

行
く
の
か
伺
う
。

答　

原
発
事
故
に
よ
る
市

民
の
精
神
的
に
つ
ら
い
思

い
、
ま
た
、
生
活
再
建
で

き
る
よ
う
に
、
東
京
電
力

と
国
に
対
し
て
も
基
準
見

直
し
を
求
め
て
来
ま
し
た

が
、
原
発
事
故
に
よ
る
損

害
賠
償
の
対
象
に
す
べ
き

も
の
に
つ
い
て
は
賠
償
を

求
め
て
行
き
ま
す
。

問　

損
害
賠
償
担
当
部
署

を
、
３
区
に
設
置
す
る
が

役
割
を
伺
う
。

答　

市
民
の
完
全
な
原
子

力
災
害
賠
償
に
向
け
、
市

民
が
相
談
し
や
す
い
体

制
を
強
化
す
る
た
め
で
あ

る
。
適
切
な
情
報
の
提
供
、

個
別
相
談
、
実
態
に
応
じ

問　

ジ
ー
・
エ
ム
・
ジ
ー

社
（
以
下
Ｇ
Ｍ
Ｇ
社
）
が

本
市
へ
の
立
地
を
表
明
し

て
以
来
、
本
市
と
の
交
渉

に
あ
た
っ
て
い
た
人
物
は

市
長
の
従
兄
弟
と
の
こ
と

だ
が
、
身
内
と
の
折
衝
に

情
実
や
便
宜
供
与
が
あ
っ

た
の
で
は
な
い
か
。

答　

企
業
誘
致
担
当
理
事

や
商
工
労
政
課
に
よ
る
通

常
の
対
応
で
あ
り
、
そ
れ

以
上
の
対
応
は
な
か
っ
た
。

問　

３
億
円
超
の
大
型
の

土
地
売
買
契
約
で
、
契
約

上
の
義
務
の
履
行
を
確
保

す
る
契
約
保
証
金
を
免
除

し
た
根
拠
は
な
に
か
。

答　

土
地
代
金
の
即
納
を

前
提
と
し
た
措
置
だ
が
、

相
手
企
業
の
信
用
力
、
資

金
力
の
調
査
確
認
が
欠
け

て
い
た
。今
後
改
善
す
る
。

問　

Ｇ
Ｍ
Ｇ
社
は
ブ
リ
ヂ

ス
ト
ン
社
と
の
損
害
賠
償

請
求
訴
訟
で
、
昨
年
10
月

東
京
地
裁
で
敗
訴
。
し
か

も
仮
執
行
宣
言
付
き
で
資

そ
の
他
の
質
問

❶ 

市
長
の
公
約
実
現
の
日

程
は

❷ 

特
定
避
難
勧
奨
地
点
と

無
指
定
の
賠
償
格
差
は

❸ 

農
地
活
用
な
く
し
て
地

域
の
再
生
な
し

一
般
質
問

完
全
な
原
子
力
損
害

完
全
な
原
子
力
損
害

賠
償
を
求
め
る

賠
償
を
求
め
る

契
約
保
証
金
免
除

契
約
保
証
金
免
除

措
置
の
不
可
解

措
置
の
不
可
解

水
井 

清
光 

議
員

鈴
木 

昌
一 

議
員

斜線部分が一年以上 “塩漬け”状態
（下太田工業団地）

N

議員のつぶやき
未質問を終えて
　本市は3月27日土地
売買契約と立地協定を解
除。被った損失は大きく、
謎の解明待たれる。

質問を終えて
　農業の再生復興は農地除染
の完了で、働く事の出来る環
境整備が急務である。


